
吉岡町役場 財務課 税務室 ☎26̶2237（直通） ４

　

住
宅
ロ
ー
ン
等
で
マ
イ
ホ
ー
ム

を
新
築
、
購
入
、
増
改
築
し
た
と

き
は
、
一
定
の
要
件
に
あ
て
は
ま

れ
ば
、
所
得
税
の
税
額
控
除
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成
26
年
分
の
「（
特
定
増
改

築
等
）住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」

を
受
け
る
人
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な
ど
で
要
件
を
確
認
し
、

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
控
除
を
受
け
る
た

め
の
確
定
申
告
書
に
は
、
様
々
な

添
付
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

税
務
署
に
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

所
得
税
（
源
泉
徴
収
税
な
ど
の

国
税
）
の
還
付
・
納
付
に
は
、
確

定
申
告
が
必
要
で
す
。

　

確
定
申
告
期
間
中
は
町
で
も
受

付
け
て
い
ま
す
が
、
次
に
該
当
す

る
人
は
、
税
務
署
で
申
告
し
て
く

だ
さ
い
。

①
平
成
26
年
分
以
外
の
確
定
申
告

②
山
林
所
得
や
譲
渡
所
得
（
土
地

　

建
物
、
株
式
な
ど
）
の
あ
る
人

③
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控

　

除
を
受
け
る
人

④
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
住
宅

　

な
ど
に
被
害
を
受
け
て
、
所
得

　

税
の
軽
減
・
免
除
を
受
け
る
人

申
告
書
の
送
付
に
つ
い
て　

　

平
成
26
年
分
所
得
税
・
消
費
税

の
確
定
申
告
書
は
、
所
得
税
・
消

費
税
の
確
定
申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
人
に
、
１
月
末
頃
送
付
す
る

予
定
で
す
。

平
成
26
年
分
給
与
支
払
報
告
書

は
電
子
申
告
で
の
申
請
も
受
付

中
で
す
！

▼
問
合
せ
先　

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

☎
０
５
７
０
・
０
８
・
１
４
５
９

　

http://w
w
w
.eltax.jp/
　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

画
面
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入

力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
定
申
告

書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

作
成
し
た
確
定
申
告
書
等
は
印

刷
し
て
税
務
署
へ
郵
送
な
ど
に
よ

り
提
出
ま
た
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で

送
信
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信
す
る
場
合

は
、
事
前
に
電
子
証
明
書
や
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
の
準
備
が

必
要
で
す
。

●
作
成
中
の
デ
ー
タ
を
保
存
し
、

保
存
し
た
デ
ー
タ
を
読
み
込
ん
で

作
業
を
再
開
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
保
存
し
た
デ
ー
タ
は
翌

年
の
申
告
時
に
読
み
込
ん
で
活
用

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
操
作
に
関
す
る
問
合
せ
先

ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル

プ
デ
ス
ク

☎
０
５
７
０
・
０
１
・
５
９
０
１

月
〜
金
：
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

(

祝
日
、
12
月
29
日
〜
１
月
３
日

を
除
く)

平
成
26
年
分
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
税
額
控
除
を
受
け
る
人
へ

税
務
署
で
の
申
告
が
必
要
な
人

簡
単
！

便
利
！

確
定
申
告
書
等
の
作
成
は
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

http://www.e-tax.nta.go.jp

確
定
申
告
書
等
の
作
成
は
、

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

http://www.e-tax.nta.go.jp

計
画
的
に
準
備
し
ま
し
ょ
う

確
定
申
告

▼
問
合
せ
先　

高
崎
税
務
署 

☎
０
２
７・
３
２
２・
４
７
１
１

　軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税される税金です。
　税制改正において軽自動車税の税率が見直され、平成 27 年度から税率が変わります。
ただし、三輪以上の軽自動車にあっては、平成 27 年４月１日以後に新車新規登録する車両（最初の新規検査
を受けるもの）から適用されます。
　また、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から 13 年を経過した三輪以上の軽自動車（初年度登録
年月が平成 14 年 12 月以前の車）については、平成 28 年度から概ね 20％の増額となります。

▼問合せ先　財務課 税務室　☎26－２２３７（直通）

軽自動車税の税率が変更になります



　

町
で
は
事
業
計
画
の
策
定
な
ど
に

あ
た
り
、
よ
り
良
い
計
画
づ
く
り
の

た
め
に
、
町
民
の
み
な
さ
ま
か
ら
の

ご
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

作
成
し
た
事
業
計
画
案
を
公
表
し

ま
す
の
で
、
ご
意
見
の
あ
る
人
は
、

是
非
お
聴
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

今
回
の
募
集
対
象
は
、
次
の
３
つ

の
事
業
計
画
と
な
り
ま
す
。

　

計
画
の
閲
覧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計

画
の
担
当
室
窓
口
、
ま
た
は
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▼
募
集
期
間　

１
月
５
日
㊊
〜
26
日
㊊

▼
提
出
方
法　

任
意
の
用
紙
に
意
見
、

住
所
、
氏
名
を
記
入
し
郵
送
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
ま
た
は
持
参

▼
公
募
結
果　

公
表
の
際
は
個
人
情

報
の
公
開
は
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
個

別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

▼
郵
送
・
提
出
先

〒
３
７
０

－

３
６
９
２　

吉
岡
町
下
野
田
５
６
０
番
地

　

54
・
８
６
８
１

※
担
当
室
ま
た
は
計
画
名
を
明
記
く

だ
さ
い
。

　

町
で
は
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の

障
が
い
の
た
め
、
日
常
生
活
に
著
し

く
支
障
の
あ
る
在
宅
の
老
人
な
ど
を

介
護
す
る
人
に
、
介
護
慰
労
金
を
申

請
に
よ
り
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
申
請
期
間
１
月
９
日
㊎
〜
30
日
㊎

（
申
請
用
紙
は
役
場
健
康
福
祉
課
福

祉
室
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
）

▼
支
給
決
定　

町
で
定
め
た
基
準
に

よ
り
調
査
し
、
後
日
通
知
し
ま
す
。

　

平
成
27
年
１
月
１
日
を
基
準
日
と

し
て
、
①
〜
④
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
て
い
る
老
人
な
ど
を
、
１
年
以

上
継
続
し
て
介
護
し
て
い
る
人
。

　

２
人
以
上
で
介
護
し
て
い
る
場
合

は
主
と
し
て
介
護
し
た
人
が
対
象
。

　

大
雪
に
関
連
し
た
見
舞
金
の
申
請

受
付
が
平
成
27
年
３
月
31
日
で
終
了

と
な
り
ま
す
。

　

ま
だ
お
済
み
で
な
い
人
は
期
間
内

に
申
請
を
す
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

吉
岡
町

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画

　

平
成
27
年
４
月
ス
タ
ー
ト
予
定

の
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制

度
」
に
向
け
て
、
地
域
子
育
て
支

援
事
業
の
体
制
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
の
も
の
で
す
。

　
　吉

岡
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
お
よ
び

第
６
期
介
護
保
険
事
業
計
画

　

高
齢
者
保
健
福
祉
事
業
の
推
進

と
介
護
保
険
事
業
を
総
合
的
で
効

果
的
に
推
進
す
る
た
め
の
指
針
で

あ
り
、
平
成
27
年
度
か
ら
３
年
間

の
事
業
計
画
を
定
め
る
も
の
で
す
。

健
康
福
祉
課 

福
祉
室　

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

第
４
期
吉
岡
町
障
害
福
祉
計
画

　

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
円
滑
に

提
供
さ
れ
る
よ
う
に
、
町
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
目
標
や
サ
ー
ビ
ス

の
見
込
量
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

健
康
福
祉
課 

健
康
づ
く
り
室　

☎
54
・
７
７
４
４
（
直
通
）

①
町
内
に
１
年
以
上
住
所
を
有
し
、  

　

満
65
歳
以
上
で
あ
る
こ
と

②
介
護
度
１
〜
５
の
認
定
を
受
け
て

　

い
る
、
ま
た
は
在
宅
ね
た
き
り
の

　

人
③
施
設
入
所
者
で
な
い
こ
と
（
特
別

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム
・
介
護
老
人
保

　

健
施
設
・
介
護
療
養
型
医
療
施
設
・

　

ケ
ア
ハ
ウ
ス
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・

　

有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
含
む
）

④
短
期
入
所
の
利
用
や
入
院
な
ど
の

　

場
合
は
、
在
宅
生
活
を
離
れ
た
期

　

間
が
１
０
０
日
を
超
え
な
い
こ
と

▼
申
請
・
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７

忘
れ
ず
に
申
請
し
ま
し
ょ
う

在
宅
ね
た
き
り
老
人
等
介
護
慰
労
金

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

５ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

支
給
対
象
者
の
要
件

介
護
対
象
者
の
要
件

介
護
対

要

http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

▼
問
合
せ
先　

◆
大
雪
居
宅
被
害
見
舞
金

町
民
生
活
課 

生
活
環
境
室

☎
26
・
２
２
４
３
（
直
通
）

◆
大
雪
被
害
事
業
者
見
舞
金

◆
大
雪
農
業
被
害
見
舞
金

産
業
建
設
課 

産
業
振
興
室

☎
26
・
２
２
８
０
（
直
通
）

平
成
26
年
２
月
の
大
雪
被
害
に
伴
う
見
舞
金
申
請
に
つ
い
て



　

町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
の
た
め

就
学
困
難
と
認
め
ら
れ
る
小･

中
学

生
の
保
護
者
（
生
活
保
護
受
給
者
に

準
ず
る
程
度
）
に
、
学
用
品
費
や
学

校
給
食
費
な
ど
の
一
部
を
年
度
毎
に

援
助
し
て
い
ま
す
。（
生
活
保
護
法

に
基
づ
く
教
育
扶
助
の
受
給
者
は
、

別
途
相
談
）

　

平
成
27
年
度
の
援
助
を
希
望
す
る

保
護
者
は
、「
就
学
援
助
費
交
付
申

請
書
」
を
在
籍
し
て
い
る
学
校
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

両
給
付
金
の
申
請
締
め
切
り
は
、

平
成
27
年
２
月
２
日
で
す
。

　

受
付
期
間
再
延
長
の
予
定
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
該
当
す
る
人
は
忘
れ

ず
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

給
付
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る

人
に
は
、
申
請
書
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
人
は

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
添

付
書
類
と
と
も
に
返
信
用
封
筒
で
ご

返
送
く
だ
さ
い
。

児
童
生
徒
の
た
め
の
制
度

就
学
援
助
費
の
申
請
に
つ
い
て

申
請
の
締
め
切
り
が
迫
っ
て
い
ま
す

臨
時
福
祉
給
付
金  

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

　

申
請
書
は
、
各
小
中
学
校
お
よ
び

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
室
に

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
援
助
を
受
け
て
い
る

保
護
者
も
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
申
込
締
切　

１
月
30
日
㊎

▼
相
談･

問
合
せ
先　

明
治
小
学
校　

☎
54
・
２
１
０
５

駒
寄
小
学
校　

☎
54
・
２
３
０
０

吉
岡
中
学
校　

☎
54
・
３
２
１
３

教
育
委
員
会
事
務
局 

学
校
教
育
室

☎
26
・
２
２
８
６
（
直
通
）

　

ま
た
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
所
得

が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
申
請
書

の
送
付
に
か
か
わ
ら
ず
該
当
、
非
該

当
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
福
祉
室
の
窓
口
で
も
申
請
を

お
受
け
し
ま
す
。

▼
提
出
・
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

福
祉
室　

〒
３
７
０

－

３
６
９
２　

吉
岡
町
下
野
田
５
６
０

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

　

平
成
27
年
度
学
童
ク
ラ
ブ
入
所
児

童
を
募
集
し
ま
す
。

　

吉
岡
町
の
学
童
ク
ラ
ブ
は
、明
治
、

明
治
第
２
、
駒
寄
（
第
１
・
第
２
）

お
よ
び
中
央
（
高
学
年
向
け
）
学
童

の
５
ヵ
所
で
す
。

▼
対
象　

小
学
生
児
童
で
、
両
親
や

祖
父
母
が
仕
事
な
ど
に
よ
り
、
放
課

後
家
に
い
な
い
家
庭
の
児
童

※
申
込
者
が
定
員
を
超
え
た
場
合

は
、
学
年
の
低
い
児
童
や
保
育
に
欠

け
て
い
る
度
合
の
高
い
児
童
を
優
先

に
決
定
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法　

入
所
申
請
書
と
就
労

証
明
書
を
提
出
。

※
町
内
に
祖
父
母
が
お
住
ま
い
の
場

合
は
、
祖
父
母
の
就
労
証
明
書
も
必

要
で
す
。

　

申
請
書
類
は
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
ま
た
は

各
学
童
ク
ラ
ブ
で
１
月
５
日
㊊
か
ら

配
布
し
ま
す
。
社
会
福
祉
協
議
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
可
能
で
す
。）

▼
提
出
先　

新
規
入
所
希
望
児
童

社
会
福
祉
協
議
会
（
㊊
〜
㊎
の
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

現
在
入
所
し
て
い
る
児
童　

各
学
童

ク
ラ
ブ

▼
申
込
締
切　

１
月
19
日
㊊

▼
問
合
せ
先　

社
会
福
祉
協
議
会

☎
54
・
３
９
３
０

入
所
児
童
を
募
集
し
ま
す

学
童
ク
ラ
ブ

６2015. １http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

▲中央学童

▲明治第２学童


